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【総　　論】
ロシアは、近年、アジア太平洋地域との関

係強化を目指す方針をとっており、極東・東
シベリア地域をこの地域に統合していくこと
によって、東シベリア以東の開発を活発化さ
せる方針を示している。そのような中で、メ
ドヴェージェフ政権は、日本との外交を優先
課題と位置付ける姿勢を見せている。

2009年を通じ、日露間では、首脳レベルを
含め、積極的な政治対話が行われた。特に、
鳩山政権発足後は、両国首脳間で、アジア太
平洋地域における新たな日露関係を切り拓く
意思を確認し、同地域で日露がパートナーと
して行動すべきことで認識が一致している。
日露両国がこの地域で協力と連携を深めてい
くことは、両国の戦略的な利益に合致するの
みならず、地域の安定と繁栄に貢献し得る。
そのためにも、日露間の最大の懸案である北

方領土問題を最終的に解決して平和条約を締
結するため、強い意思をもって精力的に交渉
を行っている。

中央アジア・コーカサス諸国（注1）について
は、2009年、在グルジア日本大使館の開設、
コーカサス３か国外相の訪日等を通じ、関係
強化に弾みをつけた。また、トルクメニスタ
ンの大統領を日本に迎えて首脳会談を行い、
同国との政治対話・経済関係の深化に努めた。
今後とも、日本は、エネルギー資源等の天然
資源を豊富に有し、アジアと欧州、ロシアと
中東を結ぶ十字路として地政学上も重要な中
央アジア・コーカサス諸国と、二国間関係の
みならず、「中央アジア＋日本」対話の枠組
みなども活用して、一層の関係強化を図る考
えである。
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（注１）	 中央アジア諸国は、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンの５か国、コーカサス諸国は、アゼルバイジャン、アルメ
ニア、グルジアの３か国を指す。
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イ　北方領土問題と平和条約交渉
日本は、日本固有の領土である北方四島の

帰属の問題を解決して、平和条約を締結する
との基本方針の下で、日ソ共同宣言（注1）、東
京宣言（注2）、イルクーツク声明（注3）等のこれ
までの諸合意及び諸文書に基づき、精力的に
ロシア政府との間で交渉を行っている。

2008年11月の日露首脳会談において、メド
ヴェージェフ大統領が領土問題の解決には
並々ならぬ考えが必要であると述べ、その後
ロシア側事務方に対し、「新たな、独創的で、
型にはまらないアプローチ」で解決を模索す
るよう指示を出したことを受け、2009年には、
５度の首脳級会談や外相会談が実施された。
サハリンでの日露首脳会談（２月）やプーチ
ン首相の来日（５月）等を通じ対話の機運は
高まりつつあったが、いわゆる北特法の改正

（注4）にロシア側が反発したことなどから、G8
ラクイラ・サミットの際の首脳会談（７月）
においては、日本側として満足のいく結果は
得られなかった。

こうした状況の下、９月に鳩山政権が発足
すると、ロシア側は日露関係の前進に強い意
欲を示した。国連総会の際の首脳会談（９月）
では、鳩山総理大臣とメドヴェージェフ大統
領がアジア太平洋地域において新たな日露関
係を切り拓く意思を確認するとともに、同大
統領は、領土問題を含め日露関係に新たな道
筋を付けるよう努力したいとの立場を表明し
た。これに対し日本側は、ロシアをアジア太
平洋地域におけるパートナーと位置付けると

ともに、政治と経済を車の両輪として進めて
いく方針を明確にした。APEC首脳会議の際
の首脳会談（11月、於：シンガポール）では、
メドヴェージェフ大統領から、鳩山政権との
間で領土問題を是非前進させたいと心から思
っている旨の発言がなされた。これらを踏ま
え、12月にはロシアで日露外相会談が行われ
た。岡田外務大臣からは、「日露行動計画」（注5）

に基づき日露関係が進む一方、領土の帰属の
問題について目に見える進展がないことが問
題であることを強調し、この問題についての
ロシア側の積極的な対応を求めた。これに対
し、ラヴロフ外相は、ロシアにとって日本と
の外交は優先事項である、ロシア側首脳には
日露双方に受け入れ可能な解決策を模索する
政治的意思があるなどと述べるに留まった。

また、政府は、北方領土問題の解決のため
の環境整備に資する事業にも積極的に取り組

１．ロシア

（1）日露関係

アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に出席し、メドヴェー
ジェフ・ロシア大統領と会談する鳩山総理大臣（左）
（11月15日、シンガポール　写真提供：内閣広報室）

【各　　論】

（注１）	 ソ連によるサンフランシスコ平和条約の署名拒否を受け、1955年6月から1956年10月にかけて、日ソ間で個別の平和条約を締結するために交渉を行
ったが、色

しこ

丹
たん

島、歯
はぼ

舞
まい

群島を除いて、領土問題につき意見が一致する見通しが立たなかった。そのため、平和条約に代えて1956年10月19日、日ソ両国は、
戦争状態の終了、外交関係の回復等を定めた日ソ共同宣言（両国の議会で批准された条約）に署名した。同宣言第9項において、平和条約締結交渉を継
続すること、平和条約締結後に歯舞群島及び色丹島が日本に引き渡されることが合意されている。

（注２）	 1993年10月のエリツィン大統領訪日の際に、同大統領と細川護
もり

熙
ひろ

総理大臣との間で署名された宣言。第2項において、領土問題を、北方四島の帰属に
関する問題であると位置付け、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確化するとともに、領土問
題を、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び③法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な交渉指針を示し
た。

（注３）	 1956年の日ソ共同宣言が両国間の外交関係回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、
その上で1993年の東京宣言に基づき、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、日露関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促
進することで合意した。

（注４）	 2009年７月、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」を改正し、前文において北方四島が日本固有の領土であることを明記した。
（注５）	 2003年１月にロシアを訪問した小泉総理大臣とプーチン大統領との間で採択され、「政治対話の深化」、「平和条約交渉」、「国際舞台における協力」、「貿

易経済分野における協力」、「防衛・治安分野における関係の発展」、「文化・国民間交流の進展」の６つの柱からなる。
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（注６）	 四島交流、自由訪問及び墓参は、日露両国いずれか一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に設定された枠組み。
1992年から、四島交流の枠組みの下で日本国民と北方四島の住民との間で相互訪問が実施されている。自由訪問は1999年に設定された、北方四島の
元居住者等による最大限簡素化された北方四島訪問の枠組み。北方墓参は1964年から断続的に実施されており、対象者は元島民及びその家族。

（注７）	 2007年には、「2013年までの極東・ザバイカル経済社会発展連邦目的プログラム」が承認され、2012年APECのウラジオストク開催が決定した。2009
年も、メドヴェージェフ大統領が２回、プーチン首相が４回極東地域を訪問し、世界経済・金融危機にもかかわらずウラジオストクAPEC関連予算は削
減されないなど、極東・東シベリア地域重視の姿勢が示されている。こうした中、日本側は、2007年に「エネルギー」「運輸」「情報通信」「環境」等の８分野
から成る「極東・東シベリアにおける日露間協力に関するイニシアティブ」を提案し、ロシア側の支持を得て、フォローアップを行ってきた。

んでいる。北方四島への渡航等に関する枠組
みとして、四島交流、自由訪問及び墓参（注6）

を実施すると同時に、北方四島を含む日露両
国の隣接地域における協力として、防災や生
態系保全等の分野での協力を進めている。

ロ　日露経済関係　
日露経済関係は近年急速に拡大していた

が、2009年には、世界経済・金融危機の影響
などにより、貿易額は121億米ドルと2008年
に比べ大きく減少した。一方で、４月には日
本企業も参加した石油・天然ガスプロジェク
トであるサハリンⅡで生産された液化天然ガ
スの日本への輸入が開始されるなど、極東・
東シベリア地域を中心とする両国間の互恵的
協力に進展が見られた。

近年、ロシアが極東・東シベリア地域の発
展を通じたアジア太平洋地域への統合を目指
していることを受け（注7）、日露政府間では、

極東・東シベリア地域における互恵的な協力
の促進に取り組んでいる。５月に訪日したプ
ーチン首相が、極東・東シベリア地域におい
て日本との協力を期待する各種プロジェクト
に言及したことを受け、12月にロシアを訪問
した岡田外務大臣は、「貿易経済に関する日

外相会談後、共同記者会見に臨む岡田外務大臣（左）とラヴロ
フ・ロシア外相
（12月28日、ロシア・モスクワ）
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国際約束となる文書
◦刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約（日露刑事共助条約）
◦原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
◦税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定

その他の文書

◦エネルギー効率の向上及び再生可能エネルギーの利用の分野における協力に関する日露エネルギー当局
間の覚書

◦原子力の平和的利用における協力に関する経済産業省とロシア国営公社「ロスアトム」との共同声明
◦海洋生物資源についての違法、無通報、無規制操業及び水産物の密輸出の防止の分野における今後の協
力の基礎に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の覚書

◦日本国及びロシア連邦の隣接地域における生態系の研究、保全並びにその合理的及び持続可能な利用の
分野に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協力プログラム

◦原子炉区画陸上保管施設建設事業への協力に関する実施取決め

プーチン首相訪日を
機に政府機関間以外
で署名された文書

◦日本貿易保険（NEXI）とロシア開発対外経済銀行（VEB）との協力のための覚書
◦国際協力銀行（JBIC）とVEBとの業務協力に関する覚書
◦石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）とイルクーツク石油（INK）等による新たな共同石油探鉱事業
実施に関する契約

プーチン・ロシア首相訪日（５月）の際の成果文書一覧

露政府間委員会」（注8）の共同議長間会合を行
い、同委員会の下に、新たに次官級の貿易投
資分科会を立ち上げることで一致した。

エネルギー分野では、サハリンⅠ・Ⅱプロ
ジェクトに加え、東シベリアにおける石油・
天然ガスの探鉱活動を日露共同で行っている
ほか、12月末から、「東シベリア－太平洋」
パイプライン（及び一部鉄道）を利用してア
ジア太平洋地域への石油の出荷が始まった。
また、５月には、日露原子力協定が署名され
た。

さらに、シベリア鉄道を利用した輸送・物
流、環境・省エネ、情報通信等の分野でも協
力が進んでいる。

日本は、1994年以降、ロシア国内６地域に
日本センターを設置し、将来のロシア経済を
担い、日露経済交流の分野で活躍する人材の
発掘・育成のため、経営関連講座、訪日研修、
日本語講座等を実施している。これまでに約
46,000人が受講し、約3,700人が訪日研修に参
加した。同センターは、日露貿易投資促進機
構（注9）のロシア国内における支部としても活
動し、両国企業間の連携促進等のビジネス支
援活動を行っているほか、近年増加している
日本の地方自治体によるロシアへのミッショ

ン派遣を支援するなど、地域間経済交流にも
積極的に貢献している。

ハ　様々な分野における日露間の協力　
ロシアとの間では、国際場

じょう

裏
り

において、北
朝鮮問題やイランの核問題などに関し協力を
進めてきたが、12月の日露外相会談において、
アフガニスタンについても、その平和と安定
に向けた対話を日露間で開始することで一致
した。

防衛交流の分野では、３月の陸自北部方面
総監の訪露や、９月のロシア地上軍による陸
自第２師団演習へのオブザーバー派遣が行わ
れた。治安当局間の交流では、６月の海上保
安庁巡視船のサハリン州訪問、11月のロシア
国境警備局若手職員の招へいなど、活発な交
流が行われた。

国民間交流の分野では、９月22〜24日の３
日間、山梨県において開催された「第４回 
日露学生フォーラム2009」を始めとして、両
国の青年の交流が様々な分野で活発に行われ
た。そのほか、モスクワにおける日本の若者
のファッション写真展や、日本におけるロシ
ア文化フェスティバルの開催等、文化交流も
活発に進められた。

（注８）	 1994年11月、サスコベッツ第一副首相と河野洋平外務大臣との間で署名された覚書に基づき、第１回会合を1996年３月に開催。現在は、日本側は外
務大臣、ロシア側は産業貿易相が共同議長。2008年10月に第８回会合を開催。

（注９）	 日露貿易投資促進機構は、①情報提供、②コンサルティング、③紛争処理支援を通じて日露間の貿易投資活動を拡大・深化させることを目的として設
置された。日本側組織は2004年６月から活動しており、ロシア側組織が2005年４月に設立されたことにより、全体としての活動が開始された。
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イ　ロシア内政　
メドヴェージェフ大統領は、プーチン路線

を継承しつつ、経済の「近代化」を最重要視
し、「賢明な」外交及び内政に取り組む姿勢
を表明した。このほかの優先課題として、自
由と法の尊重、汚職対策、司法改革、報道の
自由、民主主義の発展、官僚制度の改善、国
家に対する依存の強い国民性打破、国営企業
の在り方の見直しなどを掲げた。なお、メド
ヴェージェフ大統領とプーチン首相との二頭
体制は順調に機能していると見られる。

社会面では、国民生活向上を重視し、年金
増額等の社会安定化政策を行ったほか、保健
等の「優先的国家プロジェクト」に引き続き
取り組んだ。政治面では、2008年に提案した
選挙制度の改正等の政治改革を行ったほか、
地方の政治改革を提案した。治安面では、特
にロシア南部では、政府高官や治安機関を狙

ね ら

ったテロが多発しており、治安の安定化の兆
しは見えない。

ロ　ロシア経済　
世界経済・金融危機の影響で2008年に下落

した通貨と株価は、年初に底を打った後急速
に回復したが、自動車等の大手企業が生産・
投資縮小を行ったため、GDP成長率は2009
年第２四半期に過去15年で最大の落ち込みを
記録した（-10.9％）。政府は、金融機関・企
業支援、国民生活保護、雇用創出等の危機対
策を実施したほか、長期的には経済の「近代
化」を最重要視して、５つの方向性（医療、
エネルギー効率、熱核融合、宇宙・通信、
IT）を提唱している。その結果、第３四半

期にはGDP成長率は下げ止まり、回復の兆
しを見せている。

ハ　ロシア外交　
「近代化」への志向は外交面でも見られる。

メドヴェージェフ大統領は、国連総会演説（９
月）や年次教書演説（11月）において、「賢
明な外交」を行っていくと語り、時代遅れと
なった考え方を捨て、新たに実利主義的な外
交を進めていく必要があると強調した。また、
年次教書演説では、経済近代化のための外交
を行っていく意図もうかがわせた。

ロシアは、エネルギー分野などでの実務協
力を中心に、あらゆる地域との関係発展を図
っている。特に独立国家共同体（CIS）諸国
は外交上の優先地域で、要人の往来も頻繁に
行われている。

米国とは、平等・対等及び相互信頼という
原則の下、第一次戦略兵器削減条約（START 
I）に代わる新たな条約を締結するために交
渉している。また、欧州に対しては、欧州全
体を対象とする安全保障の新たな法的枠組み
を構築すべきと主張して、欧州安全保障条約
草案を公表した。

中国とは、10月にプーチン首相が北京を訪
問するなど、両国指導者の相互訪問を通じて
戦略的パートナーシップ関係を対外的にアピ
ールしている。

また、ロシアは、世界経済・金融危機後の
G20形成の動きを国際システムの多極化であ
るととらえており、６月にSCO首脳会合と
BRICs首脳会合をエカテリンブルグで同時に
開催した。

（2）ロシア情勢

２．中央アジア諸国
2009年、中央アジアにおいては、７月にキ

ルギスで行われた大統領選挙の結果、バキー
エフ大統領が再選され、また、12月にウズベ
キスタンで議会（下院）選挙が行われたが、
地域全体として大きな政治的変動はなかっ
た。

中央アジアは、その豊富なエネルギー資源
及び地政学的重要性、特にアフガニスタンと
の隣接関係もあり、引き続き国際社会の大き

な関心を集めている。キルギスには、以前か
ら米露両国軍が同国内の基地に駐留していた
が、２月にバキーエフ・キルギス大統領が米
軍駐留期限終了の決定を表明し、アフガニス
タンにおける反テロ作戦との関連でその帰趨

す う

が注目されていた。その後、米・キルギス両
国の交渉の結果、６月には、中継センターと
して実質的な米軍駐留継続が決定された。ま
た、ウズベキスタンでは、同国の人権状況を
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非難するEUにより課されてきた制裁がすべ
て解除される等欧米との関係改善が進められ
た。12月にはトルクメニスタンで、同国産の
天然ガスをウズベキスタン、カザフスタンを
経由して中国に輸送するパイプラインの開通
式が行われた。

日本との関係においては、2009年２月に、
日本と中央アジア諸国（５か国）との間の対
話と協力の枠組みである「中央アジア＋日本」
対話の枠内で、環境をテーマとして日本と中
央アジアの有識者による第３回東京対話を開
催し、特に土壌と気候変動問題に関する協力
について提言がまとめられた。

2009年12月には、トルクメニスタンの国家
元首として初めてベルディムハメドフ・トル
クメニスタン大統領が日本を公式訪問し、鳩
山総理大臣との会談が行われ、両首脳により
共同声明が署名された。同大統領の訪日は、
天然ガスが豊富で世界のエネルギー安全保障
の観点から注目が高まっている同国との間
で、今後、政治・経済分野を含めた二国間関

係全体を更に発展させる上で重要な契機とな
った。また、2008年に署名された日本・カザ
フスタン租税条約及び日本・ウズベキスタン
投資協定は、それぞれ12月と９月に国内諸手
続を終えて発効し、今後の日本とこれら諸国
との経済関係を更に強化するための基盤とな
ることが期待される。

ベルディムハメドフ・トルクメニスタン大統領との首脳会談に
臨む鳩山総理大臣（右）
（12月16日、東京　写真提供：内閣広報室）

３．コーカサス諸国
2008年８月にグルジアで発生した南オセチ

アをめぐる紛争は、その後もコーカサス地域
に様々な影響を及ぼした。2009年４月、南オ
セチア・アブハジア両地域は、ロシアと「国
境警備に関する協定」を署名、ロシア国境警
備隊が両地域の「国境」沿いに配置され、ま
た、５月に南オセチアで「議会」選挙が、12
月にアブハジアで「大統領」選挙が実施され
るなど、「独立」の既成事実化を進めている。
グルジア国内では、４月から５月にかけて、
野党による反政府デモ等、内政の不安定化が
進んだが、その後事態は沈静化している。こ
れまでロシアとの間で目立った関係改善の動
きは見られない。

また、グルジア紛争の際に物流が一時遮断
され、経済的損失を被ったアルメニアは、10
月に、歴史問題などをめぐり外交関係が断絶
していたトルコとの関係改善に関する議定書
への署名を行った。これは、コーカサス地域
の平和と安定に資するとして、日本を含む国
際社会から歓迎された。

一方、アゼルバイジャンにおいては、アル
メニアとの間で抱えるナゴルノ・カラバフ問

題の解決に見通しがつかない中、トルコとア
ルメニアの関係改善の動きへの反発の感情が
あるため、資源保有国でもある同国の動向が
地政学上与える影響は大きく、今後注目され
る。

日本との関係では、１月の在グルジア日本
大使館開設を皮切りに、コーカサス３か国す
べての外相訪日が実現するなど、関係発展に
飛躍を遂げた年となった。

ナルバンジャン・アルメニア外相と会談に臨む岡田外務大臣
（左）（11月25日、東京）


